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Ⅰ　「代行割れ」に対する誤解 P1

Ⅱ　基金制度の必要性 P2

Ⅲ　新特例解散基準について P2

基金制度一律廃止に対する意見　要旨



 Ⅰ　「代行割れ」に対する誤解

「代行割れ」は主に資産運用環境の悪化によるもの(P3参照)

•資産運用環境の悪化は、他の企業年金制度も共通の問題

•運用環境変化に対応できない硬直的な財政運営基準の存在

期ずれ解消と0.875是正で「代行割れ」基金数は減少(P4、P5参照)

•先ず期ずれを解消して、そのうえで0.875を是正する

•積立不足は特別掛金を設定して償却中。この現価相当額を考慮すると更に代行割れ基金数は激減

•その他、給付現価負担金の支給時期等の見直しも検討いただきたい

資産運用方法の見直しにより 代行部分からの利差損発生の極小化が可能 ☞ 将来の代行割れ懸念の縮小(P6参
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•その他、給付現価負担金の支給時期等の見直しも検討いただきたい

資産運用方法の見直しにより、代行部分からの利差損発生の極小化が可能 ☞ 将来の代行割れ懸念の縮小(P6参
照)

•厚生年金本体を意識したポートフォリオの構築により代行部分からの利差損発生の極小化が可能

•上乗せ部分の予定利率引下げ等の施策を実施・検討中である

資産運用ガイドラインの改正により資産運用体制・運用手法等の見直しを検討中である

•代行部分保有による適正な資産規模は、分散投資・代替投資のアクセスという観点から有用であり、運用実
績の安定化に寄与

•資産運用ガイドライン改正を受けて、資産運用の見直しを検討中

 1



 Ⅱ　基金制度の必要性

基金制度は無年金・低年金対策に大きく寄与している

•国より有利な独自給付(在職老齢年金、雇用保険との調整、受給資格期間、遺族・障害年金との調整、つなぎ年金等)

•月額14,000円程度の上乗せ年金は、加入年数を経るに従って増加する(*1)

•受給者数も年々増加しており、まさに今、社会的使命を果たす時期が到来したといえる

基金事務局が、公的年金も含めた年金相談業務の役割も担っていること

•ライフプランセミナー等、各種福祉事業の実施

•加入事業所、加入員、受給者に対する公的年金・企業年金の年金相談、啓蒙推進活動を担っている

一律廃止による加入員・受給者の権利(財産権)が損なわれることは看過できない問題(P7、P8参照)

•物価スライド調整(2500円/月)は丁寧に議論した一方、基金については、一律廃止という行政方針により受
給権を損なうことを決定する動きは看過できない問題

•基金廃止は、退職金よりも代行債務を優先するに等しいものである

具体的な受け皿がない中での一律廃止は中小企業から企業年金制度を奪うものである(P9参照)

適年廃止では4割が制度廃止に至 た 基金加入事業所の1社あたり平均従業員数は39 6名
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 Ⅲ　新特例解散基準について

 *1) 年金月額14,000円は企業年金連合会調査資料「企業年金実態調査結果(平成23年度調査)」による

 *2) 第5回厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議における全国総合厚生年金基金協議会提出資料2ページ参照(平成22年度)

具体的な受け皿がない中での一律廃止は中小企業から企業年金制度を奪うものである(P9参照)

•適年廃止では4割が制度廃止に至った。基金加入事業所の1社あたり平均従業員数は39.6名(*2)

•適年実施事業所より小規模人員の企業が安心して運営できる年金制度として何が存在するのか

公的年金の守備範囲が縮小していく可能性が高い中で、私的年金たる企業年金をどのように育成していくのか

•公的年金と私的年金の範囲・バランスを描いたグランドデザインが全く審議されていないことは問題

•企業年金・個人年金の育成・発展を支援しないと、結果的に公的年金・公的扶助の肥大化につながりかねな
い

試案は評価できるが、新特例解散基準の対象となる基金数はわずかである

•厚生年金本体の収納率等の比較検討がなされているのか

•平成22年度の厚生年金本体の不納欠損額は407億円。収納率は97.8%
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Ⅰ　「代行割れ」は主に資産運用環境の悪化によるもの P3

Ⅱ　期ずれ解消と0.875是正で「代行割れ」基金数は減少① P4

Ⅱ　期ずれ解消と0.875是正で「代行割れ」基金数は減少② P5

Ⅲ 資産運用方法の見直しにより 代行部分からの利差損発生の極小化が可能 P6

基金制度一律廃止に対する意見　項目別説明

Ⅲ　資産運用方法の見直しにより、代行部分からの利差損発生の極小化が可能 P6

Ⅳ　一律廃止による加入員・受給者の権利(財産権)が損なわれることは看過できない問題① P7

Ⅳ　一律廃止による加入員・受給者の権利(財産権)が損なわれることは看過できない問題② P8

Ⅴ　具体的な受け皿がない中での一律廃止は中小企業から企業年金制度を奪うものである P9



1．代行割れの原因

　■資産運用環境の悪化と不透明な運用環境の継続に起因する（資料1、資料2参照）

　　　・特にリーマン・ショックや円高の影響が残っていることによる

　■財政中立化の遅れにより、代行部分の予定利率5.5％を前提とした基金運営が平成11年9月末まで継続したこと

　■平成11年10月より財政中立化は一部導入されたものの、「期ずれ」が平成21年まで継続していたこと
　　(平成21年以降は継続基準のみ「期ずれ」は解消)

　■それまでの間は、資産運用リスクを多くとった運営を続けた基金が多かったことと、その間、運用環境のダウン

　　サイドリスクが顕在化して、不足金が累積してきたことによる
　　☞なお、継続基準財政検証における下方回廊方式の恒久化適用、非継続基準の財政運営基準の見直し等の要望は叶っていない

２ 年金制度別積立状況(平成23年度末)

Ⅰ　「代行割れ」は主に資産運用環境の悪化によるもの

基金制度だけではなく、他の年金制度も共通の問題 ☞ 積立比率の悪化
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２．年金制度別積立状況(平成23年度末)

・特別掛金で不足金を償却中。財源確保済。

・特別掛金での償却が不可能。運用収益率の回復次第

・予定運用利回りの引下げ検討

　☞1.0％→0.8％・・・掛金の引上げ

・想定利回りを下回る運用実績や元本割れも多いのでは？

　☞退職金の実質的な減少

(*1) 企業年金連合会「企業年金に関する基礎資料(平成23年度調査)」の決算状況(継続基準による財政検証)に基づき、純資産額を基金の場合は給付債務、DBの場合は数理債務で除した

(*2) 国民年金基金連合会ホームページより【「給付確保事業(基金1口目)＋2口目以降(全基金)＋中途脱退事業(国基連)」の資産額計を責任準備金計で除したもの】

付加退職金
減額検討

累積欠損1741億円

積立不足の対応

81.2%
(代行部分＋上乗せ部分)

・特別掛金で不足金を償却中。財源確保済。厚生年金基金(*1)

中　退　共

給付減額

―

対応可能

対応可能

既加入者には
対応不可能

確定給付企業年金(DB)(*1)

国民年金基金(*2)

―確定拠出年金(DC)

平均積立比率

79.9%

積立比率　65%
(積立不足額 1兆4272億円)
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　代行部分の債務（最低責任準備金）の算定方法について、厚生年金本体との中立化が徹底されていない

　　①　「期ずれ」の問題

　　②　0.875の問題

■期ズレ解消後

　　　☞期ずれ解消の試案は評価したい

■期ずれ解消に加えて、0.9(仮置き)の調整を反映　　　

この問題を解決すると、代行割れはどうなるか？

代行割れ基金数　　218基金　　⇒　　177基金（▲41基金）

Ⅱ　期ずれ解消と0.875是正で「代行割れ」基金数は減少①

(信託銀行4行の総幹事基金398基金のデータに基づく試算)
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【要確認事項１】0.875見直し案の算定根拠が不明である

　　・支給停止は国の老齢厚生年金から始まり、それでも支給停止しきれない部分が基金の代行部分から支給停止される

　　　本体先止め基準の実績値と思われる係数を、基金に当てはめることが適切か

【要確認事項2】７号方式の適用について、何故機能させないのか

　　・関係法令で適用が認められているのが機能していない。この適用は「基金の権利」でもある

　　③　その他事項(未解決部分)

■国の厚生年金の運用については、基金では実現できない部分がある。

　　　　　過去の預託金部分や財投債の評価方法の相違(国は簿価評価(*))、市場における運用商品が存在しない
(*) 国は満期保有を前提とする財投債については償却原価法を適用した簿価ベース(詳細は、平成24年11月9日社団法人日本年金数理人会意見書参照)

代行割れ基金数　　 218基金　　⇒　　165基金（▲53基金）
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　積立不足は、決められた財政運営基準の下で特別掛金を設定して償却中。代行割れを放置していない

■期ずれ解消と0.9(仮置き)を調整のうえ、特別掛金収入現価(特別掛金を設定して不足金を解消中)を反映後

　　(資料3参照)

●それでも「代行割れ」が問題か?  制度の持続可能性がないのか?

Ⅱ　期ずれ解消と0.875是正で「代行割れ」基金数は減少②

代行割れ基金数　　　218基金　　⇒　　　36基金（▲182基金）
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過去の運用実績、資産ポートフォリオだけで制度存廃を説明できるのか？
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　　資産運用環境悪化が「代行割れ」の主要原因であれば、資産運用環境のあり方を見直すことで持続可能性を

　高めることは可能である

　☞規模のメリットがある。運用実績の安定化を目指した分散投資効果を得やすくなってきた

・マーケットインパクトの大きさ ・分散投資が可能 ・分散投資が困難

　☞機動的な運用は困難 ・オルタナティブ運用の活用 ・収益獲得機会の低下・喪失

　☞株式の売却額の増加…株価低迷 　☞収益獲得機会の増加 ・運用コストの増加

・オルタナティブ運用は困難 　☞相場下落時のリスク回避 ・経営合理化等の影響を直接蒙る

　☞資産規模が大きくアクセス困難 　☞高度分散によるポートフォリオ 　☞リストラ時の資産一括流出

　　の安定化

(*1)厚生労働省「年金積立金運用報告書」より 　(*2),(*3)第3回厚生年金基金制度に関する専門委員会「資料1」P4記載の資産額を契約数で除したもの

Ⅲ　資産運用方法の見直しにより、代行部分からの利差損発生の極小化が可能

厚生年金本体 厚生年金基金 確定給付企業年金

111.5兆円(*1) 468億円(*2) 30億円(*3)

代行メリット消失 ➢免除保険料の個別化により、代行による損得は発生しないという厚生労働省の主張

資産規模

財政改善の
ための分散
投資の徹底
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(*1)厚生労働省「年金積立金運用報告書」より 　(*2),(*3)第3回厚生年金基金制度に関する専門委員会「資料1」P4記載の資産額を契約数で除したもの

　☞代行部分は、厚生年金本体との運用実績差が利差損として認識⇒代行部分の利差損発生の極小化が可能

・予定利率は存在していない ・「期ずれ」解消により厚生年金本体を意識した運用が可能

・厚生年金本体との差が利差損益 　☞今後の利差損発生抑制策を取ることができる

・各基金独自の水準 ・可能な範囲での予定利率引下げ

　（5.5％～下限は現在1.1％） 　☞予定利率引下げに伴う財政運営基準の緩和が必要

　☞資産運用リスクを低下させる

　☞代行返上は退職給付会計の導入が要因。母体企業の大半が不況業種というのは一部の業種の問題である。また、給付水準は業種に

よる厚薄があるが、一律廃止により業種間の格差を拡大させる可能性がある

代行デメリット発生 ➢運用実績が予定利率を下回り、利差損が発生して積立不足が拡大したという厚生労働省の主張

財政悪化（利差損発生）回避手段

➢大企業は代行返上、不況業種の中小企業の基金が残り掛金負担が困難になってきたという厚生労働省の主張

代行部分
予定利率

上乗せ部分
の予定利率

企業経営への影響

予定利率
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一時金取得者と年金受給者間の不公平

・母体企業の経営悪化 ・母体企業の経営悪化

・基金財政の著しい悪化 ・基金財政の著しい悪化

・受給者の2/3以上の同意 ・加入者の3/4以上の同意

・加入事業所の2/3以上の同意・加入事業所の3/4以上の同意

Ⅳ　一律廃止による加入員・受給者の権利(財産権)が損なわれることは看過できない問題①

一時金取得者 年金受給中の者

年金現価相当の資産を基金に預け、分割で引き出している状態年金現価支払い済

無条件

同意手続

受給者減額 自主的解散 基金制度廃止

主な条件

無条件？

試案公表による任意脱退の増加 ⇒ 一時金取得者 選択一時金の停止
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・加入事業所の2/3以上の同意・加入事業所の3/4以上の同意

　（試案では2/3以上の同意）

　問題なし？

　　●受給者減額では厳しく従前額保障を求めているにもかかわらず、基金制度廃止は無条件か？

　　●年金受給権は確定した権利。一律廃止は受給権保全をどのように考えるのか？

なお、解散を希望している基金のために、解散理由要件の緩和と特例解散制度の拡充と追加負担緩和策を要望する

同意手続 無条件？

減額前ベースの最低積立基準額による一時金選択を保障

(⇒減額を阻害し、解散を誘発する要因であり改善を要望する)
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上乗せ年金の受給権

・制度廃止は実態として、退職金より代行部分が優先することになる

Ⅳ　一律廃止による加入員・受給者の権利(財産権)が損なわれることは看過できない問題②

受給者分

退職金の一部になっていることが多い⇒退職金の消滅

上乗せ給付債務

代行債務

年金資産

本体に納付代行債務を先取りする
ため、上乗せ給付債務
の部分の積立比率悪化

受給権を失う
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厚生年金基金は役割を終えたというが・・・

　■基金制度は厚生労働省の普及促進策に基づいて設立が続き、平成5年頃にひと通り普及。（資料4参照）

　■今後、年金給付額が確実に増加してくる

●基金加入期間が長くなるほど、給付額が増加する（資料5参照）

　■年金受給者は、毎年増加している

●事前積立方式により、受給者の増加を見込んだ財政運営を行っている。

(企業年金連合会調査資料「企業年金実態調査結果」による)

平成22年度末 2,751

平成19年度末 2,344

平成20年度末 2,441

平成21年度末 2,560

平均年金月額 14,000円

年度 受給者数(千人)

平成18年度末 2,232

今後、給付額の増加と受給者数が増加する

☞ まさに社会的使命を果たす時期が到来
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適年廃止時の対応

　（事業主ベースの統計で、重複あり）

　　　確定給付企業年金に2割

　　　確定拠出年金に1割

　　　中退共済に3割

　■適格年金の最低の人員受託条件は、信託銀行100人以上、生保は15人以上であった

　■厚生年金基金の加入事業所の1社あたりの平均人員は39.6人　⇒　適格年金廃止以上に制度廃止が増える可能性が高い

　　●公的年金と私的年金のバランスをどう保つのか。自助・共助・公助のバランスをどのように考えているのか

Ⅴ　具体的な受け皿がない中での一律廃止は中小企業から企業年金制度を奪うものである

厚生年金(3,441万人)

国民年金

廃止が4割

確定給付企業年金
(801万人) 確定拠出年金

(423万人) 中退共 適格年金厚生年金基金
(440万人)
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　　●一律廃止後の受け皿として、具体的にどのような制度を想定しているのか？低コストで運営できる制度は何

　　　があるのか？具体的なものが示されずに一律廃止の議論先行で良いのか？

　　●新制度に移行できる基金はどの程度あると考えているのか？適格年金廃止時以上に、制度廃止が増える可能

　　　があるのではないか？

　　●受け皿として期待される中退共も減額される方向　⇒　基金の上乗せ部分喪失と減額による二重被害の懸念

　　●大企業と中小企業の年金格差拡大、中小企業の税制メリット喪失を懸念するが、これは無視できるのか？

　　●新制度へ移行できる業種が限定されるのではないか？⇒中小企業の中での業種間格差を拡大させる懸念

基金制度のインフラ（低負担の事務費、事務局職員等）を活用した方が、新制度構築より低コスト運営が可能
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